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料
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報
告
2
…
韓
国
に
お
け
る
人
権
論
の
導
入
と
展
開

資

I 

開
化
期
の
人
権
論
の
導
入

l 

日
本
を
通
じ
た
間
接
的
な
人
権
論
の
導
入

福
沢
諭
士
口
の
『
西
洋
事
情
』
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
独
立
宣
言
文

韓
国
に
お
け
る
西
欧
的
な
天
賦
人
権
論
の
導
入
は
、
開
化
期
の
新
開
発

行
と
共
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
天
賦
人
権
論
が
最
初
に
紹
介
さ
れ
た
の

は
、
漢
城
旬
報
の
第
一
四
号
(
一
八
八
四
年
一
一
月
)
の
「
美
国
(
米
国
)

誌
略
続
稿
」
と
い
う
記
事
に
載
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
文
に
関
す
る

(I) 

記
述
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
文
を
「
独
立
徽
文
」

だ
と
し
て
、
そ
の
一
部
が
次
の
よ
う
に
引
用
・
掲
載
さ
れ
た
。
「
天
は
人

A 

岡金

彦沫

訳

折
口

克

に
不
易
の
通
義
を
賦
与
し
た
と
こ
ろ
、
万
民
す
べ
て
が
同
じ
な
り
。
通
義

な
る
も
の
は
自
由
を
求
め
生
命
を
保
存
す
る
も
の
に
し
て
、
人
力
で
以
て

(
2
)
 

も
制
し
得
ず
鬼
神
で
さ
え
も
奪
え
な
い
も
の
な
り
」
。
田
鳳
徳
氏
に
よ
る
と
、

こ
の
記
事
は
、
福
沢
諭
吉
の
著
書
『
西
洋
事
情
』
初
編
巻
之
二
「
亜
米
利

(3) 

加
合
衆
国
史
記
」
で
、
福
沢
が
翻
訳
し
た
ア
メ
リ
カ
二
一
一
州
の
独
立
徽
文

を
、
さ
ら
に
漢
文
に
重
訳
し
、
当
時
の
人
々
に
分
か
り
ゃ
す
く
説
明
す
る

た
め
に
文
章
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
韓
国

に
お
け
る
初
期
の
天
賦
人
権
論
は
、
日
本
か
ら
西
欧
の
人
権
論
が
伝
わ
っ

て
き
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
権
利
を
「
通
義
」
と
訳
し
て
い
る
点
が
、
そ

(
4
)
 

の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

朴
泳
孝
ご
八
六
一
ー
l

一
九
三
九
)
も
「
朝
鮮
内
政
改
革
に
関
す
る
建



議
書
」
を
戊
子
の
年
(
一
八
八
八
)
正
月
一
一
二
日
に
上
恥
し
た
。
こ
の

建
議
書
の
第
八
条
に
、
人
権
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
天
、

人
を
生
み
落
と
し
。
万
民
す
べ
て
同
じ
。
人
は
不
可
動
の
通
義
を
享
有
す
。

通
義
た
る
も
の
、
人
が
自
ら
生
命
を
保
ち
自
由
を
求
め
幸
福
を
希
求
す
る

(5) 

も
の
な
り
」
。
こ
こ
で
は
、
通
義
に
つ
い
て
自
由
と
生
命
の
み
な
ら
ず
幸

福
追
求
に
ま
で
も
言
及
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
文
に
よ
り
近

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
前
述
し
た
福
沢
諭
吉
の
論
述
を
参
考
に

(
6
)
 

し
て
漢
訳
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
朴
泳
孝
の
建
議
書
に
は
、
さ
ら
に
抵

(
7
)
 

抗
権
思
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。

東アジア文化と近代法 (5)

食
士
口
溶
の
人
権
論

命
士
口
溶
ご
八
五
六
|
一
九
一
四
)
も
、
彼
の
著
書
『
西
遊
見
聞
』

(
一
八
九
五
)
で
人
間
の
権
利
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
い
る
。
食
は
自
由

と
通
義
を
権
利
だ
と
し
た
。
自
由
と
通
義
と
は
不
可
奪
、
不
可
換
、
不
可

屈
な
権
利
だ
と
し
、
ま
た
、
平
等
権
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、
食
士
口
溶
は

一
方
で
、
天
賦
人
権
論
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
人
民
主
権
と
抵
抗

権
に
関
す
る
部
分
だ
け
は
そ
の
一
言
及
を
避
け
て
い
る
。
具
体
的
な
人
権
も

法
律
の
範
囲
内
で
そ
れ
が
保
障
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
に

(8) 

よ
る
人
権
の
制
限
(
制
約
)
を
認
め
た
。
食
は
通
義
を
有
係
と
無
係
と
の

領
域
に
し
た
が
っ
て
区
分
す
る
。
無
係
の
通
義
と
は
、
一
身
に
専
属
し
、

B 

他
の
者
と
の
関
係
が
な
い
こ
と
を
い
う
。
有
係
の
通
義
と
は
、
世
人
と
交

わ
り
、
相
互
に
関
係
す
る
こ
と
を
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
無
係
の
通
義
と

は
、
一
身
専
属
的
な
生
来
的
な
権
利
、
す
な
わ
ち
天
賦
人
権
を
意
味
す
る

と
こ
ろ
の
絶
対
的
権
利
で
あ
る
。
有
係
の
通
義
と
は
法
律
に
よ
っ
て
賦
与

さ
れ
た
権
利
、
す
な
わ
ち
後
国
家
的
な
権
利
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
相
対

的
権
利
で
あ
ろ
う
。

品
取
は
、
身
命
の
権
利
(
身
体
の
自
由
と
生
命
権
)
と
財
産
の
権
利
(
財

産
権
)
を
自
然
的
・
絶
対
的
な
権
利
と
見
て
い
た
。
他
方
、
営
業
の
権
利

(
営
業
の
自
由
)
、
集
会
の
権
利
(
集
会
の
自
由
)
、
宗
教
の
権
利
(
信
教

の
自
由
)
、
一
言
詞
の
権
利
(
表
現
の
自
由
)
、
名
誉
の
権
利
(
名
誉
権
)
な

ど
は
、
相
対
的
な
権
利
に
分
類
し
て
い
る
。
食
は
、
こ
の
よ
う
に
、
一
方

で
絶
対
的
基
本
権
を
認
め
な
が
ら
も
、
他
方
で
身
命
の
権
利
に
は
「
国
法

を
犯
さ
な
か
っ
た
と
き
」
に
、
財
産
の
権
利
に
は
「
法
律
に
違
背
し
な
か

っ
た
と
き
」
に
、
集
会
の
権
利
に
は
「
禁
例
に
違
反
し
な
か
っ
た
と
き
L

仁
、
そ
れ
ら
の
権
利
が
保
障
さ
れ
る
と
し
て
、
各
々
の
権
利
保
障
に
条
件

を
付
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
一
穫
の
法
律
留
保
で
あ
り
、
基
本
権
を
「
外

見
的
」
に
の
み
認
め
た
法
実
証
主
義
的
な
権
利
論
に
留
ま
っ
て
い
る
。
合

の
人
権
思
想
は
、
「
臣
民
の
権
利
保
障
を
法
律
の
留
保
の
下
」
に
置
こ
う

(9) 

と
し
た
日
本
の
明
治
憲
法
論
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
命

士
口
溶
は
ア
メ
リ
カ
に
一
年
間
、
留
学
を
し
て
い
た
が
、
日
本
に
よ
り
長
く
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料

い
た
た
め
に
日
本
の
影
響
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

命
士
口
溶
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
一
種
の
遡
求
処
罰
の
禁
止
、
刑
法
の
類
推

解
釈
の
禁
止
、
不
文
慣
習
刑
法
の
禁
止
な
ど
の
罪
刑
法
定
主
義
の
理
論
を

紹
介
し
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
権
保
障
の
制
度
と
し
て
、
人
身
保

護
・
令
状
制
度
あ
る
い
は
人
身
保
護
の
た
め
の
裁
判
請
求
権
な
ど
を
も
説

い
た
。
食
の
人
権
論
は
、
人
身
保
護
の
た
め
の
裁
判
請
求
権
な
ど
を
明
ら

か
に
し
た
点
で
、
よ
り
人
権
保
障
を
具
体
化
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。

資

(
2
)
 
人
権
論
の
直
接
的
導
入

独
立
新
聞
で
展
開
さ
れ
た
徐
載
弼
の
人
権
論

徐
載
弼
(
一
八
六
三

i
一
九
五
二
は
日
本
に
も
行
っ
た
こ
と
が
あ
る

が
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
り
長
く
留
ま
っ
て
い
た
。
徐
は
ア
メ
リ
カ
の
正
規
の

大
学
で
学
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
、
帰
国
後
、
ア
メ
リ
カ
の
人
権
理
論
を
直

接
、
韓
国
に
紹
介
し
た
。
徐
の
人
権
論
は
、
食
士
口
溶
の
日
本
流
の
「
外
見

的
な
」
基
本
権
論
と
は
異
な
り
、
天
賦
人
権
論
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
そ

(ω) 

の
特
徴
が
あ
る
。
徐
載
弼
は
一
八
九
六
年
四
月
か
ら
一
八
九
八
年
五
月
ま

で
の
二
年
間
、
『
独
立
新
聞
』
を
発
行
し
た
。
あ
る
日
の
『
独
立
新
聞
』

の
論
説
に
は
人
権
論
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
国
が
生

ま
れ
る
本
義
は
、
全
国
に
い
る
人
民
の
た
め
に
脚
色
し
た
も
の
を
、
国
と

A 

し
て
設
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
官
吏
も
人
民
の
た
め
に
つ
く
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
・
・
・
国
家
と
い
う
の
は
、
大
き
く
て
も
小
さ
く
て

も
ひ
と
つ
の
土
地
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
集
ま
っ
て
生
活
を
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
人
々
は
、
政
府
な
し
に
は
生
活
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
政
府

(
日
)

を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」
。
徐
は
、
こ
こ
で
、
国
が
国
民
の
た
め
に
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

ま
た
、
徐
載
弼
は
人
権
論
を
抽
象
的
に
の
み
説
明
し
な
か
っ
た
。
徐
の

人
権
論
は
、
人
権
を
保
障
で
き
る
裁
判
機
構
の
設
立
を
含
め
可
法
府
改
革

を
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
徐
は
、
証
拠
に

よ
っ
て
事
実
を
認
定
し
、
法
律
に
も
と
e

つ
い
た
公
開
裁
判
を
行
う
よ
う
に

(ロ)

主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
徐
は
、
ア
メ
リ
カ
型
の
裁
判
制
度
の
原
理
を
韓
国

に
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
す
る
。
証
拠
裁
判
主
義
、
証
言
陳

述
権
な
ど
、
刑
事
手
続
き
上
の
基
本
権
お
よ
び
適
法
な
手
続
き
に
も
と
づ

い
た
裁
判
の
導
入
。
ま
た
、
法
律
に
も
と
，
つ
い
た
裁
判
、
裁
判
が
法
律
通

り
に
施
行
さ
れ
る
規
則
の
制
定
。
さ
ら
に
、
英
米
法
上
の
無
罪
推
定
の
原

則
、
予
備
審
問
制
度
、
必
要
的
保
釈
主
義
な
ど
、
人
権
保
護
の
た
め
の
英

(
日
)

米
型
の
人
権
保
障
制
度
の
導
入
を
唱
え
た
。
徐
は
、
ま
た
国
家
の
進
歩
は

人
民
が
自
ら
の
権
利
を
求
め
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
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(5) 

天
賦
人
権
思
想
の
伝
播

独
立
新
聞
以
外
に
も
多
く
の
新
聞
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
新
聞
で

も
天
賦
人
権
思
想
が
展
開
さ
れ
た
。
『
皇
城
新
聞
』
に
は
、
次
の
よ
う
な

記
事
が
あ
る
。
「
我
が
、
大
韓
人
民
が
こ
と
ば
で
必
ず
唱
え
る
も
の
は
自

由
権
で
あ
る
。
そ
の
自
由
権
を
よ
く
口
に
す
る
者
は
、
果
た
し
て
自
由
権

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
お

よ
そ
、
自
由
権
と
い
う
の
は
、
天
が
均
し
く
授
け
て
、
人
々
が
共
に
享
受

す
る
も
の
で
あ
る
。
人
の
権
利
を
奪
う
者
は
、
天
に
逆
ら
う
者
で
あ
り
、

そ
の
権
利
を
他
人
に
譲
渡
す
る
者
は
、
天
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
者
で
あ

る
。
・
・
・
・
・
国
民
を
治
平
す
る
国
家
の
義
務
は
、
国
民
の
権
利
を
均

(
H
H
)
 

一
に
保
護
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
。

『
大
韓
毎
日
申
報
』
で
も
「
韓
国
人
民
の
性
質
を
見
れ
ば
、
旧
来
の
慣

習
に
依
存
す
る
心
が
余
り
に
も
強
す
ぎ
る
。
ま
た
、
自
立
思
想
が
ま
っ
た

く
な
い
。
こ
れ
は
、
天
理
の
本
源
を
探
究
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、

天
賦
の
人
権
が
自
ら
自
身
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
覚
知
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
明
明
上
天
、
一
視
同
仁
。
生
命
と
自
由
の
権
利
は
、
世
界
人
民

に
各
々
分
け
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
己
が
捨
て
ら
れ
ず
、
他
人

に
も
ま
た
奪
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
の
者
が
こ
の
権
利
を
侵
奪
す

(
日
)

る
こ
と
は
、
つ
ま
り
自
己
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

一
般
人
民
に
自
ら
の
自
由
と
権
利
の
保
障
に
努
め
る
よ
う
に

B 

東アジア文化と近代法

こ
こ
で
も
、

と
呼
び
か
け
る
。

一
九

O
五
年
に
発
行
さ
れ
た
『
憲
法
要
義
』
に
も
、
国
民
の
権
利
義
務

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。
「
人
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
れ
ば
、

当
然
に
そ
れ
ぞ
れ
権
利
を
有
す
る
。
権
利
と
い
う
の
は
、
天
授
の
正
理
で

あ
る
。
人
に
は
人
と
な
る
本
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
す
な
わ

ち
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
君
主
は
こ
れ
を
臣
下
か
ら
奪

{
は
山
)

う
こ
と
が
で
き
な
い
。
父
は
こ
れ
を
子
か
ら
奪
え
な
い
も
の
で
あ
る
」
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
他
の
新
聞
の
論
説
や
冊
子
で
も
、
天
賦
人
権
論
が
い
ろ

い
ろ
と
論
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
当
時
、
憲
法
や
法
律
上
で
は
、
実
際
に
天
賦
人
権
が
保
障
さ

れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
八
九
九
年
に
制
定
さ
れ
た
、
韓
国
、
最
初
の

成
文
憲
法
だ
と
も
い
え
る
『
大
韓
国
国
制
』
に
は
、
基
本
権
条
項
さ
え
も

な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
、
日
本
の
明
治
憲
法
に
規
定
し
た
「
臣
民
の
権
利
」

を
模
倣
し
な
か
っ
た
。
憲
法
教
科
書
な
ど
は
、
日
本
の
明
治
期
の
憲
法
教

科
書
を
翻
案
す
る
な
ど
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
君
賦
人
権
論
に
後
退
し
た
感

が
あ
る
。

北法47(5・451)1655

H 

外
国
占
領
期
の
人
権
状
況

1 

大
韓
民
国
臨
時
政
府
憲
法
の
人
権
規
定



事斗

A 

日
本
に
よ
る
韓
国
植
民
地
化
と
人
権
思
想
の
衰
退
と
亡
命
者
の
人

権
三4
p掴

資

一
九
一

O
年
、
日
本
が
韓
国
を
植
民
地
と
す
る
や
、
天
賦
人
権
論
は
そ

の
影
を
潜
め
た
。
構
民
地
化
に
反
対
し
た
多
く
の
愛
国
者
た
ち
は
、
国
外

に
亡
命
を
し
た
。
一
九
一
九
年
に
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
唱
え

た
民
族
自
決
権
は
、
韓
国
民
に
も
独
立
の
希
望
を
抱
か
せ
た
。
そ
の
表
れ

が
、
そ
の
年
三
月
一
日
を
期
し
て
起
こ
っ
た
己
未
万
歳
運
動
(
一
一
了
一
独

立
運
動
)
で
あ
る
。
そ
の
独
立
宣
言
文
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
ο

「
我
が
朝
鮮
が
自
主
因
で
あ
る
こ
と
と
、
朝
鮮
民
が
自
主
民
で
あ
る
こ
と

を
宣
言
す
る
」
。
「
我
々
は
固
有
の
自
主
権
を
保
全
し
、
牛
一
旺
の
享
楽
を
飽

食
す
る
。
我
々
は
自
足
で
独
創
力
を
発
問
押
し
て
、
春
満
な
大
界
に
民
族
的

な
精
気
を
結
束
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
そ
こ
に
は
、
自
主
権
と
幸
福
追
求

権
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
文
の

よ
う
な
基
本
権
に
対
す
る
天
賦
人
権
性
が
、
強
調
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は

惜
し
ま
れ
る
。

一
九
一
九
年
四
月
一
四
日
よ
り
三
日
問
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
第
一

回
韓
人
代
表
大
会
(
司
町
三
問
。

2
2
n
g
q
2
M
)
が
開
か
れ
た
o

そ
こ
に

は
徐
載
弼
を
は
じ
め
李
承
晩
、
鄭
翰
景
な
ど
一
四

O
名
の
代
表
が
参
加
し

(口)
た
。
こ
の
会
議
で
は
五
つ
の
決
議
案
が
採
択
さ
れ
た
。
ー
、
大
韓
民
国
臨

時
政
府
へ
の
メ
ソ
セ

i
ジ。

2
、
ア
メ
リ
カ
政
府
へ
の
請
願
書
。

3
、
韓

国
民
の
目
的
と
熱
望
。

4
、
良
識
あ
る
日
本
人
に
送
る
決
議
文
。

5
、
大

韓
民
国
臨
時
政
府
承
認
の
嘆
願
書
で
あ
る
。
こ
の
内
、
基
本
権
と
関
連
の

あ
る
も
の
は

3
の
「
韓
国
民
の
目
的
と
熱
望
」
で
あ
る
。
「
政
府
の
権
力

は
被
治
者
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
る
。
・
・
・
政
府
は
被
治

者
た
る
国
民
の
利
益
を
最
大
限
に
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

信
仰
の
自
由
を
保
障
す
る
。
・
・
・
世
界
各
国
と
通
商
交
易
の
自
由
を
保

障
し
、
国
民
教
育
を
実
施
す
る
。
国
民
の
保
健
衛
生
の
拡
大
を
推
進
し
、

一
言
論
出
版
の
自
由
を
保
障
す
る
。
国
民
行
動
の
自
由
、
す
な
わ
ち
住
居
移

転
の
自
由
を
保
障
す
る
」
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
で
暮
ら
し
て
い
た
亡
命

者
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
流
の
人
権
論
を
、
主
張
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。

北法47(5・452)1656

大
韓
民
国
臨
時
憲
法
の
基
本
権
規
定

一
九
一
九
年
四
月
一
一
日
に
宣
布
し
た
大
韓
民
国
臨
時
政
府
憲
法
は
、

第
三
条
で
階
級
打
破
と
平
等
を
、
第
四
条
で
信
教
、
言
論
、
著
作
、
出
版
、

結
社
、
集
会
、
信
書
、
住
居
移
転
、
身
体
お
よ
び
所
有
の
自
由
を
、
そ
し

て
、
第
五
条
で
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
を
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
た
。
第
九

条
で
は
、
生
命
刑
、
身
体
刑
、
公
娼
制
を
禁
止
し
た
。
こ
の
憲
法
は
天
賦

人
権
論
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
前
に
上
げ
た
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
の
韓
人
会
議
の
決
議
を
加
味
し
た
一
九
一
九
年
九
月
一
一
日
の
臨

時
政
府
憲
法
に
も
第
八
条
と
第
九
条
で
基
本
権
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か

B 



東アジア文化と近代法 (5) 

し
、
そ
こ
に
は
法
律
留
保
条
項
が
置
か
れ
て
い
た
。
第
八
条
で
は
、
大
韓

民
国
の
人
民
は
法
律
の
範
囲
で
、
ー
、
信
教
の
自
由
、

2
、
財
産
の
保
有

と
営
農
の
自
由
、

3
、
言
論
、
著
作
、
出
版
、
集
会
、
結
社
の
自
由
、

4
、

信
書
の
秘
密
、

5
、
居
住
移
転
の
自
由
を
有
す
る
と
規
定
す
る
。
第
九
条

で
は
「

1
、
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
逮
捕
、
査
察
、
尋
問
、
処
罰
を
受

け
な
い
権
利
、

2
、
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
家
宅
の
侵
入
ま
た
捜
索
を

受
け
な
い
権
利
、

3
、
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
、

4
、
立
法
府
に
請
願

す
る
権
利
、

5
、
裁
判
所
に
訴
え
そ
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
、

6
、
行
政

官
署
に
訴
願
す
る
権
利
、

7
、
文
武
官
に
任
命
さ
れ
る
権
利
、
ま
た
、
公

務
に
就
任
す
る
権
利
」
を
有
す
る
と
規
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
白

白
と
権
利
を
区
分
し
て
、
法
律
の
範
囲
内
の
侵
害
留
保
と
法
律
に
よ
る
形

成
留
保
を
規
定
し
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
九
二
五
年
以
後
の
臨
時
政
府
憲
法
に
は
基
本
権
に
関
す
る
規
定
が
な

く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
四
四
年
四
月
一
一
一
一
日
の
臨
時
憲
章
で
、
再

び
第
二
章
に
国
民
の
権
利
義
務
が
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
五
条

で
は
人
民
の
自
由
と
権
利
と
し
て
、
ー
、
一
一
言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
、

お
よ
び
信
仰
の
自
由
、

2
、
居
住
旅
行
の
自
由
お
よ
び
通
信
の
秘
密
、

3
、

法
律
に
よ
る
就
学
、
就
業
お
よ
び
扶
養
を
要
求
す
る
権
利
、

4
、
選
挙
お

よ
ぴ
被
選
挙
権
、

5
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
お
よ
び
請
願
を
提
出
す
る
権

利、

6
、
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
捜
索
、
逮
捕
、
監
禁
、
審
問
、
あ
る

い
は
処
罰
を
受
け
な
い
権
利
、

7
、
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
家
宅
の
侵
入
、

出
入
の
制
限
あ
る
い
は
封
鎖
を
受
け
な
い
権
利
、

8
、
法
律
に
よ
ら
な
け
(
見
)

れ
ば
財
産
の
没
収
、
徴
税
さ
れ
な
い
権
利
を
、
そ
れ
ぞ
れ
保
障
し
て
い
る
。

臨
時
政
府
の
基
本
権
条
項
は
、
前
国
家
的
権
利
か
ら
後
国
家
的
権
利
へ
と

後
退
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
の
明
治
憲
法
ヤ
中
国
の
五
権
憲
法
な
ど
を
参

照
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

2 

日
本
の
明
治
憲
法
の
不
適
用
に
よ
る
人
権
侵
害

日
韓
併
合
と
制
令
に
よ
る
専
制

日
本
政
府
は
強
圧
に
よ
っ
て
一
九
一

O
年
八
月
一
一
一
一
日
に
併
合
条
約
を

締
結
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
名
目
的
に
は
併
合
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
実
質

的
に
は
明
治
憲
法
は
韓
国
に
適
用
さ
れ
ず
植
民
地
と
し
て
統
治
し
た
。
韓

(
ゆ
)

国
で
は
明
治
憲
法
の
基
本
権
条
項
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
一

O
年

か
ら
一
九
一
九
年
ま
で
は
日
本
帝
国
は
韓
国
に
対
し
て
虫
思
兵
警
察
に
よ
る

武
断
政
治
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
一
二

O
年
ま
で
は
、

②

(

初

)

い
わ
ゆ
る
「
文
化
政
治
」
が
行
わ
れ
た
。
武
断
政
治
期
で
は
、
総
督
に
は

日
本
の
現
役
大
将
が
任
命
さ
れ
た
。
総
督
は
天
皇
に
直
属
し
、
委
任
さ
れ

た
範
囲
内
で
陸
海
箪
を
統
率
、
朝
鮮
防
備
を
も
掌
握
し
た
。
総
督
は
朝
鮮

統
治
の
一
切
の
政
務
を
も
統
括
し
た
。
そ
の
任
命
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を

経
て
上
秦
し
、
天
皇
の
裁
可
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
総
督
は
、

A 
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料

ま
さ
に
朝
鮮
に
対
す
る
政
権
と
軍
事
力
と
を
ひ
と
つ
の
手
に
掌
握
し
た
専

制
君
主
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
原
則
と
し
て
国
民
の
基
本
格
を
制
限

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
朝
鮮
ニ
於
テ
ハ
法
律
ヲ
要
ス

ル
事
項
ハ
朝
鮮
総
督
ノ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
ス
朝
鮮

ニ
施
行
ス
ル
法
令
ニ
関
ス
ル
件
』
第
一
条
、
一
九
一

O

緊
急
勅
令
第
一
一
一

二
四
号
)
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
韓
国
人
の
権
利
・
利
益
は
総
督
命
令
た

る
制
令
で
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
際
、
朝
鮮
刑
事
令
や
朝
鮮
民
事

令
な
ど
が
韓
国
人
の
基
本
権
を
制
限
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、

憲
兵
警
察
制
度
に
よ
っ
て
韓
国
人
の
生
命
、
自
由
と
財
産
な
ど
が
剥
奪
さ

(
幻
)

れ
た
。

資

文
化
政
治
と
皇
民
化
政
策

一
九
一
九
年
の
独
立
運
動
の
影
響
で
、
斉
藤
実
が
総
督
に
な
っ
て
か
ら

は
「
文
化
政
治
」
と
標
携
さ
れ
る
よ
う
に
、
統
治
政
策
が
や
や
緩
和
し
た
。

一
九
二

O
年
か
ら
一
言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
が
許
可
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
!
新
聞
や
雑
誌
な
ど
が
発
刊
さ
れ
始
め
、
許
可
制
や
検

閲
制
の
下
で
も
、
若
干
の
一
言
論
は
育
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一

九
二
五
年
に
は
韓
国
で
も
日
本
の
治
安
維
持
法
が
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
日
本
で
は
治
安
維
持
法
が
社
会
主
義
運
動
を
弾
圧
す
る
た
め
の
も

B 

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
韓
国
で
は
独
立
運
動
ま
で
が
国
体
変
革
を
主
張

す
る
も
の
だ
と
見
ら
れ
、
厳
し
い
処
罰
を
受
け
た
。
日
本
で
は
治
安
維
持

法
違
反
で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
人
は
い
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
韓
国
で

は
多
く
の
人
が
治
安
維
持
法
違
反
で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

一
九
一
一
一
一
年
以
後
の
一
五
年
戦
争
下
で
は
、
韓
国
人
を
兵
力
と
し
て
利

用
す
る
た
め
に
、
い
わ
ば
皇
民
化
政
策
が
行
な
わ
れ
た
。
皇
民
化
政
策
に

よ
り
、
韓
国
語
の
使
用
禁
止
、
創
氏
改
名
の
施
行
、
学
生
の
学
徒
動
員
な

ど
徴
兵
制
と
徴
用
制
が
実
施
さ
れ
た
。
多
く
の
韓
国
民
は
強
制
労
役
を
さ

せ
ら
れ
た
。

北法47(5・454)1658

(
3
)

ア
メ
リ
カ
進
駐
軍
に
よ
る
統
治
期
の
人
権
状
況

米
軍
政
の
樹
立
と
日
本
帝
国
法
令
の
清
算

一
九
四
五
年
八
月
一
五
目
、
日
本
が
降
伏
し
て
、
韓
国
は
解
放
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
進
駐
軍
は
九
月
一
二
日
に
は
日
本
帝
国
の
阿
部
朝
鮮
総
督
を
解

任
し
た
。
そ
し
て
、
直
ち
に
、
米
軍
政
庁
を
組
織
し
た
。
一

O
月
九
日
に

は
米
軍
政
法
令
第
一
一
号
で
も
っ
て
、
「
朝
鮮
人
民
と
そ
の
統
治
に
適
用

す
る
法
律
か
ら
、
朝
鮮
人
民
に
差
別
お
よ
び
圧
迫
を
加
え
る
す
べ
て
の
政

策
と
主
義
を
撤
廃
し
、
朝
鮮
人
民
に
正
義
の
政
治
と
法
律
上
の
均
等
を
回

復
さ
せ
る
た
め
に
、
左
記
の
法
律
と
法
律
の
効
力
を
も
っ
た
条
例
お
よ
び

命
令
を
廃
止
す
る
」
と
い
う
規
定
を
設
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
政
治
処
罰

A 



法
、
予
備
検
束
法
、
治
安
維
持
法
、
出
版
法
、
政
治
犯
保
護
観
察
令
、
神

社
法
、
警
察
の
司
法
権
な
と
が
廃
止
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も

差
別
の
禁
止
、
罪
刑
法
定
主
義
と
適
法
手
続
き
の
原
則
が
導
入
さ
れ
た
。

一
九
四
六
年
一
一
月
七
日
に
は
週
四
八
時
間
勤
務
の
就
労
規
則
が
定
め
ら

れ
た
。
超
過
勤
務
時
に
は
超
過
手
当
を
与
え
る
。
し
か
し
、
超
過
勤
務
が(n) 

あ
る
場
合
で
も
、
週
に
六

0
時
間
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
さ
せ
た
。

東アジア文化と近代法 (5)

米
軍
政
の
基
本
権
保
障
立
法

一
九
四
八
年
に
入
っ
て
、
新
し
い
憲
法
を
制
定
す
る
前
に
、
国
民
の
基

本
権
を
保
障
す
る
軍
政
法
令
が
ま
ず
制
定
さ
れ
た
。
二
一
月
二

O
日
に
制
定

し
た
法
令
第
一
七
六
号
で
は
、
刑
事
訴
訟
法
が
改
正
さ
れ
、
不
法
拘
束
に

対
す
る
自
由
権
が
保
障
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
拘
束
令
状
制
度
、
拘
束
理

由
の
告
知
、
弁
護
人
選
任
権
、
被
疑
者
と
弁
護
人
と
の
接
見
交
通
権
の
保

降
、
国
選
弁
護
人
制
度
、
拘
束
通
否
審
査
制
恥
、
保
釈
な
ど
の
権
利
を

保
障
す
る
規
定
を
設
け
た
。
い
わ
ゆ
る
、
ア
メ
リ
カ
型
の
デ
ュ
!
プ
ロ
セ

(
お
)

ス
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
四
月
七
日
に
は
、
ホ
ッ
ジ
中
将

は
「
朝
鮮
人
民
の
権
利
に
関
す
る
布
告
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
全
文
は
、

(μ) 

次
の
通
り
で
あ
る
。

B 

朝
鮮
人
民
に
告
げ
る
。

今
回
、
国
連
臨
時
朝
鮮
委
員
聞
の
監
視
の
下
で
挙
行
さ
れ
る
歴
史
的
選
挙
に
よ
っ
て
、

朝
鮮
人
民
の
代
表
が
選
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
代
表
た
ち
は
、
朝
鮮
人
民
の
自
由

と
独
立
を
即
時
達
成
す
る
た
め
に
、
問
委
員
団
と
協
議
す
る
代
表
で
あ
る
。
国
会
を
構

成
し
、
朝
鮮
国
民
政
府
を
樹
立
す
る
に
当
た
っ
て
、
自
由
な
雰
囲
気
を
保
障
す
る
た
め
に
、

朝
鮮
人
民
に
間
有
の
自
由
を
与
え
る
こ
と
が
適
当
だ
と
考
え
、
こ
こ
に
列
挙
す
る
。

ー
す
べ
て
の
人
民
は
、
法
の
前
に
平
等
で
あ
り
、
法
の
下
に
同
等
の
保
護
を
受
け

る
権
利
を
有
す
る
。
性
別
、
出
生
、
職
業
、
信
条
の
特
権
は
こ
れ
を
認
め
な
い
。
た
だ
し
、

国
際
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
特
権
だ
け
が
例
外
と
な
る
。

2

身
体
の
自
由
は
不
可
侵
で
あ
る
。
合
法
的
に
制
定
、
公
布
さ
れ
た
法
律
に
よ
る

以
外
に
は
、
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

3

住
居
は
不
可
侵
で
あ
る
。
人
民
の
人
身
、
住
居
、
文
書
お
よ
び
財
産
に
対
し
て
は
、

不
合
理
な
押
収
や
抽
出
索
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う

な
押
収
や
捜
索
は
、
た
だ
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
の
み
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
だ

け
で
あ
る
。

4

法
に
適
正
な
規
定
が
あ
り
、
か
っ
、
法
が
要
求
す
る
手
続
き
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、

生
命
、
自
由
、
ま
た
財
産
は
だ
れ
に
よ
っ
て
も
こ
れ
は
奪
わ
れ
な
い
。

5

犯
行
当
時
に
施
行
さ
れ
た
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
刑
罰
も
こ
れ
を
科

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

6
拘
引
さ
れ
た
者
、
ま
た
は
そ
の
ほ
か
ど
の
よ
う
な
姿
で
あ
れ
、
自
由
の
拘
束
を

受
け
た
者
は
、
ど
ん
な
理
由
と
ど
ん
な
嫌
疑
の
下
で
拘
束
さ
れ
た
の
か
を
、
す
ぐ
に
知

る
法
的
権
利
が
あ
る
。
弁
護
人
の
弁
護
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
。

7

犯
罪
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
た
者
は
、
不
合
理
に
遅
滞
な
く
裁
判
を
受
け
、
法
の

規
定
に
よ
っ
て
保
護
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
。
残
酷
で
非
常
な
る
刑
罰
は
こ
れ
を
科
す

北法47(5・455)1659



料

る
こ
と
は
で
き
な
い
0

種
類
の
如
何
を
問
わ
ず
、
拷
問
や
強
迫
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ

た
自
白
は
、
裁
判
や
そ
の
ほ
か
い
か
な
る
法
的
手
段
に
も
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

8

集
会
・
結
社
・
一
言
論
・
出
版
、
そ
の
ほ
か
す
べ
て
の
表
現
の
自
由
は
、
各
種
の

宣
伝
ピ
ラ
や
援
ポ
ス
タ
ー
の
使
用
ま
で
も
、
そ
れ
が
秩
序
奈
乱
や
政
府
転
覆
を
煽
る
程

度
ま
で
に
一
扇
動
的
な
も
の
で
な
い
限
り
、
こ
れ
を
認
め
る
0

9

集
会
と
結
社
の
自
由
は
、
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
市
民
、
市
民

集
団
は
、
政
府
の
各
機
関
に
苦
情
や
救
済
を
請
願
す
る
権
利
を
有
す
る
。

日
す
べ
て
の
宗
教
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
る
。
公
の
秩
序
あ
る
い
は
道
徳
に
背

馳
し
な
い
限
り
、
宗
教
的
実
践
の
自
由
を
有
す
る
。
図
教
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
宗
教
と

政
治
と
の
分
離
の
原
則
を
樹
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
所
有
権
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。
法
律
に
よ
ら
な
い
限
り
、
こ
れ
を
制
限
で
き

奇
い
。
公
益
の
た
め
に
必
要
な
処
分
は
、
た
だ
、
管
轄
裁
判
所
の
裁
判
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
た
相
当
な
補
償
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ロ
以
上
に
列
挙
さ
れ
た
権
利
は
、
重
大
な
国
家
非
常
時
、
ま
た
は
公
安
の
理
由
で

必
要
な
と
き
に
限
っ
て
、
臨
時
的
に
こ
れ
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

資

こ
れ
は
、
国
連
の
監
視
下
で
実
施
さ
れ
た
五
・
一

O
選
挙
に
全
国
民
を

参
加
さ
せ
る
趣
旨
で
、
人
民
の
固
有
の
権
利
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か

を
宣
言
し
た
点
で
、
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
権

利
伸
張
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
東
西
聞
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
や
社
会
不

安
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
権
利
が
当
時
、
完
全
に
保
障
さ
れ
た
と
見
る

』
と
は
難
し
い
。

田

韓
国
憲
法
の
基
本
権
保
障
規
定
の
変
遷

北法47(5・456)1660

1 

④
 

第
一
共
和
国
憲
法
の
基
本
権
保
障
条
項

A

特

色

制
憲
憲
法
は
、
韓
国
に
お
い
て
は
じ
め
て
基
本
権
を
保
障
し
た
点
に
意

義
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
基
本
権
規
定
は
、
日
本
帝
国
憲
法
と
ド
イ
ツ

の
ワ
イ
マ
|
ル
憲
法
の
規
定
を
模
範
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ

の
基
本
権
は
、
天
賦
人
権
と
し
て
で
は
な
く
、
実
定
憲
法
上
の
権
利
と
し

て
捉
え
ら
れ
た
。
そ
の
表
れ
と
し
て
、
こ
の
憲
法
は
、
各
基
本
権
に
法
律

留
保
条
項
が
置
か
れ
て
い
て
、
法
律
に
よ
っ
て
基
本
権
を
制
約
す
る
こ
と

が
で
き
る
体
裁
を
採
っ
て
い
た
。

容

基
本
権
規
定
の
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

川
法
の
前
の
平
等
(
八
条
)
、
凶
身
体
の
自
由
(
九
条
一
項
後
段
)
、
同

居
住
移
転
の
自
由
(
一

O
条
)
、
凶
通
信
の
自
由
(
一
一
条
)
、
同
信
仰
と

良
心
の
自
由
(
一
二
条
一
項
)
、
同
言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
の
自
由
(
一

三
条
)
、
間
学
問
と
芸
術
の
自
由
(
一
四
条
一
項
)
、
附
財
産
権
の
保
障
(
一

五
条
一
項
後
段
)
、
削
教
育
を
受
け
る
権
利
(
一
六
条
)
、
倒
勤
労
の
権
利

義
務
(
一
七
条
)
、
川
勤
労
者
の
団
結
権
、
利
益
配
分
請
求
権
(
一
八
条
)
、

同
生
活
無
能
力
者
に
対
す
る
保
護
(
一
九
条
)
、
同
婚
姻
の
男
女
同
権
(
二

B 

内



O
条
)
、
同
請
願
権
(
一
二
条
)
、
同
裁
判
を
受
け
る
権
利
(
二
二
条
)
、

同
刑
罰
不
遡
求
、
一
事
不
再
理
の
原
則
合
一
三
条
)
、
同
刑
事
被
告
人
の

権
利
(
二
四
条
)
、
同
公
務
員
の
選
挙
権
(
二
五
条
)
、
同
公
務
就
任
権
(
二

六
条
)
、
例
公
務
員
罷
免
請
願
権
(
二
七
条
一
項
)
な
ど
の
基
本
権
を
規

定
し
て
い
た
。
他
方
、
義
務
に
つ
い
て
は
、
山
納
税
の
義
務
(
二
九
条
)
、

凶
国
土
防
衛
の
義
務
(
三

O
条
)
、
同
初
等
教
育
の
義
務
(
一
六
条
一
後
段
)
、

凶
勤
労
の
義
務
(
一
七
条
-
項
)
、
同
財
産
権
行
使
の
公
共
の
福
祉
適
合

の
義
務
(
一
五
条
2
項
)
な
ど
を
規
定
し
た
。

⑤
 

第
二
共
和
国
憲
法
の
基
本
権
保
障
条
項

(5) 

(
2
)
 

特

色

⑥
 

四
・
一
九
革
命
以
後
の
第
三
次
憲
法
改
正
で
、
個
別
的
な
法
律
留
保

条
項
が
削
除
さ
れ
た
。
基
本
権
の
本
質
的
内
容
を
致
損
す
る
こ
と
を
禁
止

し
た
一
般
条
項
を
設
け
た
。
ま
た
、
言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
に
対
す

る
許
可
と
検
閲
を
禁
止
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
権
は
よ
り
強
く
保
障

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
党
の
保
護
に
関
し
て
も
、
こ
れ
を
明
文
で
規

A 

東アジア文化と近代法

定
し
た
。

容

基
本
権
規
定
の
内
容
自
体
に
は
大
き
な
変
化
は
な
い
。
た
だ
、
川
法
律

留
保
条
項
を
削
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
本
権
の
性
格
は
、
後
国
家
的

B 

内

権
利
か
ら
前
国
家
的
権
利
へ
と
変
化
し
た
。
閉
ま
た
、
憲
法
第
一
三
条
二

項
に
は
、
「
政
党
は
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
国
家
の
保
護
を
受

け
る
。
た
だ
し
、
政
党
の
目
的
や
活
動
が
憲
法
の
民
主
的
基
本
秩
序
に
違

反
す
る
と
き
は
、
政
府
が
大
統
領
の
承
認
を
得
て
訴
追
し
、
憲
法
裁
判
所

が
判
決
で
も
っ
て
そ
の
政
党
の
解
散
を
命
じ
る
」
と
定
め
て
い
る
。
同
憲

法
第
二
八
条
二
項
を
改
正
し
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
「
国
民
の
す
べ

て
の
自
由
と
権
利
は
、
秩
序
維
持
と
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
場
合

に
限
り
、
法
律
で
も
っ
て
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
制
限

は
、
自
由
と
権
利
の
本
質
的
な
内
容
を
段
損
し
て
は
な
ら
な
い
。
一
言
論
出

版
に
対
す
る
許
可
や
検
閲
と
集
会
に
対
す
る
許
可
を
規
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
。

3 

⑦
 

第
三
共
和
国
憲
法
の
基
本
権
保
障
条
項

特

五
-
一
六
軍
事
ク
ー
デ
タ
ゆ
以
後
の
第
五
次
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
、

基
本
権
規
定
は
整
理
さ
れ
た
。
生
存
権
の
保
障
、
人
間
の
尊
厳
と
価
値
保

障
に
つ
い
て
の
原
則
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。
旧
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
勤
労

者
の
利
益
配
分
請
求
権
が
削
除
さ
れ
、
職
業
選
択
の
自
由
が
明
文
化
さ
れ

る
に
伴
ぃ
、
規
定
の
配
列
順
序
が
変
わ
っ
た
。

A 

色

北法47(5・457)1661 

B 

内

勾'7

廿



料

第
三
共
和
国
憲
法
の
基
本
権
規
定
の
大
ま
か
な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ

る
。
川
第
八
条
に
基
本
権
保
障
の
原
則
規
定
を
お
い
た
。
山
第
一
八
条
に

は
、
言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
に
対
す
る
詳
細
な
規
定
が
定
め
ら
れ
た
。

附
第
二
二
条
に
は
、
職
業
選
択
の
規
定
が
置
か
れ
た
。
凶
第
九
条
二
項
で

は
、
拷
問
の
禁
止
を
規
定
し
た
。
山
第
九
条
ム
ハ
項
で
は
、
自
白
の
証
拠
能

力
を
制
限
し
た
。
附
第
二
四
条
で
は
、
国
民
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
よ

り
詳
細
に
定
め
た
。
間
第
三

O
条
で
は
、
生
存
権
を
規
定
し
た
。
附
第
二

八
条
二
項
で
は
、
勤
労
の
義
務
が
補
完
さ
れ
た
。
州
第
二
七
条
四
項
で
は
、

教
育
の
自
主
性
と
政
治
的
中
立
性
を
保
障
し
た
。
し
か
し
、
川
公
務
員
罷

免
請
願
権
と
利
益
配
分
請
求
権
は
削
除
さ
れ
た
。

資

A 

特 τ

①
 

第
四
共
和
国
憲
法
の
基
本
権
保
障
条
項

色

第
四
共
和
国
憲
法
の
基
本
権
条
項
の
配
列
順
序
は
、
従
来
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
律
留
保
条
項
が
各
基
本
権
条
項
に
付
加
さ
れ
た
。
個
別
的
な

基
本
権
も
、
自
然
権
的
な
性
質
か
ら
実
定
権
的
な
性
質
へ
と
変
化
し
て
い

っ
た
。
こ
の
点
で
、
こ
の
憲
法
の
基
本
権
保
障
規
定
は
、
第
一
共
和
国
憲

法
の
基
本
権
規
定
へ
と
後
戻
り
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

B

内

容

基
本
権
の
種
類
と
順
序
は
、
第
三
共
和
国
憲
法
と
同
じ
で
あ
る
。
第
三

共
和
国
憲
法
の
基
本
格
条
項
と
異
な
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。
川
基
本
権
条
項
に
個
別
的
な
法
律
留
保
条
項
が
新
設
さ
れ
た
。

凶
身
体
の
自
由
に
関
す
る
規
定
が
改
定
さ
れ
た
。
強
制
労
役
と
保
安
処
分

は
法
律
に
よ
ら
な
い
限
り
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
緊
急
拘
束
の
範
囲
が
拡
大
し
た
。
拘
束
適
否
審
査
請
求
権

と
私
人
に
よ
る
拘
束
か
ら
の
救
済
請
求
権
が
削
除
さ
れ
た
。
ま
た
、
自
白

の
証
拠
能
力
制
限
規
定
も
削
除
さ
れ
た
。
同
一
言
論
、
出
版
の
自
由
に
関
す

る
特
殊
留
保
条
項
が
な
く
な
っ
た
。
検
閲
制
、
許
可
制
が
復
活
し
た
。
同

財
産
権
の
公
用
収
用
・
使
用
・
制
限
に
は
、
法
律
に
も
と
づ
い
た
補
償
を

給
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

同
裁
判
を
受
け
る
権
利
で
は
、
大
統
領
が
緊
急
措
置
を
し
た
場
合
に
は
軍

法
会
議
に
よ
っ
て
裁
判
が
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
国
家
賠
償
請
求
権

で
は
、
軍
人
、
軍
属
、
警
察
公
務
員
、
そ
の
他
の
者
に
は
、
国
家
補
償
と

の
二
重
賠
償
を
禁
止
し
句
。
的
中
等
教
育
ま
で
を
義
務
教
育
化
に
し
た
。

同
労
働
三
権
の
保
障
を
法
律
で
も
っ
て
制
限
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
と
り

わ
け
、
団
体
行
動
権
に
関
し
て
は
、
法
律
で
も
っ
て
制
限
で
き
る
余
地
を

残
し
た
。
川
基
本
権
制
限
の
一
般
条
項
を
改
定
し
た
。
基
本
権
を
制
限
す

る
法
律
の
限
界
を
定
め
た
が
、
本
質
的
内
容
の
致
損
禁
止
条
項
が
削
除
さ

れ
た
。
国
家
安
全
保
障
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
は
、
法
律
で
も
っ
て
基

本
権
を
制
限
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

北j去47(5・458)1662 
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第
五
共
和
国
憲
法
の
基
本
権
保
障
条
項

色

東アジア文化と近代法 (5) 

第
五
共
和
国
憲
法
の
基
本
権
保
障
条
項
は
、
第
三
共
和
国
憲
法
の
基
本

権
条
項
の
状
態
に
復
帰
し
た
。
そ
の
上
、
新
た
な
基
本
権
が
追
加
さ
れ
た
。

憲
法
上
、
基
本
権
の
前
国
家
的
権
利
性
が
明
文
で
認
め
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、

個
別
的
法
律
留
保
条
項
が
な
く
な
り
、
再
び
、
基
本
権
の
本
質
的
内
容
へ

の
侵
害
を
禁
止
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
た
。
新
し
い
基
本
権
と
し
て
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
川
幸
福
追
求
権
、
凶
私
生
活
の
秘
密
と
自
由
、

ω連
座
制
の
禁
止
、
凶
刑
事
被
告
人
の
無
罪
推
定
の
原
則
、
山
間
生
渡
教
育

に
関
す
る
権
利
、
附
環
境
権
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
適
正
補
償
、
適
正
賠

償
そ
し
て
拘
束
通
否
審
査
請
求
権
が
復
活
し
た
。
自
由
権
的
基
本
権
の
保

障
は
、
大
き
く
進
展
し
た
。
た
だ
し
、
社
会
権
的
基
本
権
で
は
、
生
涯
教

育
と
生
存
権
を
除
い
て
は
、
そ
の
ほ
か
に
追
加
さ
れ
な
か
っ
た
。

内

容

基
本
権
の
種
類
は
増
え
た
。
し
か
し
、
基
本
権
の
配
列
順
序
は
、
従
来

と
類
似
し
て
い
る
。
川
人
間
の
尊
厳
と
価
値
規
定
に
幸
福
追
求
権
が
追
加

さ
れ
た
。
同
身
体
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
緊
急
拘
束
の
要
件
を
強
化
し
て
、

拘
束
適
否
審
査
制
度
が
復
活
し
た
。
問
自
己
の
行
為
で
は
な
く
親
族
の
行

為
に
よ
っ
て
、
不
利
益
な
処
遇
を
受
け
な
い
よ
う
に
し
た
。
削
私
生
活
の

秘
密
と
自
由
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
た
。
同
宣
言
論
出
版
の
社
会
的
責

B 

任
を
強
調
し
た
。
同
財
産
権
の
収
用
に
際
し
て
の
補
償
は
、
公
益
と
関
係

者
と
の
利
益
を
正
当
に
衡
量
す
る
こ
と
を
法
律
で
定
め
る
も
の
と
し
た
。

川
刑
事
被
告
人
は
、
有
罪
判
決
が
確
定
す
る
ま
で
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
。

削
国
家
は
、
生
涯
教
育
を
振
興
す
る
よ
う
に
し
た
。
附
労
働
者
の
適
正
賃

金
の
保
障
。
側
国
家
功
労
者
、
負
傷
軍
人
・
警
察
官
、
及
び
戦
没
軍
人
、

殉
職
警
察
官
の
遺
族
保
護
。
川
正
当
な
刑
事
補
償
請
求
権
。
同
正
当
な
国

家
賠
償
請
求
権
。
日
間
労
働
三
権
の
保
障
。
同
環
境
権
。
同
兵
役
義
務
履
行

に
よ
る
不
利
益
処
遇
禁
止
な
ど
が
、
新
し
く
規
定
さ
れ
た
。

6 

第
六
共
和
一
回
憲
法
の
基
本
権
保
障
条
項

主け
J

d
ぺ
守

第
六
共
和
国
憲
法
の
基
本
権
条
項
は
、
第
五
共
和
国
憲
法
の
基
本
権
条

項
を
土
台
と
し
て
、
そ
の
上
に
い
く
つ
か
の
新
し
い
基
本
権
を
追
加
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
憲
法
は
、
個
別
的
な
法
律
留
保
条
項
を
少
な
く
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
完
全
な
人
権
保
障
を
目
指
し
て
い
る
。
新
し
い
基

本
権
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
追
加
さ
れ
た
。
川
刑
事
被
疑
者
の

刑
事
保
障
請
求
権
。
間
犯
罪
被
害
者
の
国
家
補
償
請
求
権
。

ω老
人
・
女

子
・
青
少
年
の
福
祉
権
。
凶
快
適
な
住
居
生
活
権
。
と
り
わ
け
、
身
体
の

自
由
に
関
す
る
保
障
が
拡
大
し
強
化
さ
れ
た
。
生
存
権
的
基
本
格
の
な
か

で
も
、
労
働
三
権
と
経
済
的
弱
者
の
福
祉
に
関
す
る
権
利
な
ど
が
伸
張
し

A 

色
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料

た。

資

容

新
し
く
追
加
し
た
も
の
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
川
処
罰
・
保
安
処
分
・

強
制
労
役
・
逮
捕
・
拘
束
・
押
収
・
捜
索
に
対
す
る
適
正
手
続
き
条
項
の

導
入
。
間
逮
捕
拘
束
時
に
は
、
そ
の
理
由
と
、
弁
護
人
の
弁
護
を
受
け
る

権
利
が
あ
る
こ
と
の
告
知
を
受
け
る
権
利
。
間
拘
束
適
否
審
査
の
請
求
範

囲
の
拡
大
。
附
言
論
・
出
版
に
対
す
る
許
可
や
検
閲
の
禁
止
、
お
よ
び
集

会
・
結
社
に
対
す
る
許
可
の
禁
止
。
間
通
信
放
送
の
施
設
基
準
と
新
聞
の

機
能
保
障
に
必
要
な
条
項
を
法
律
で
定
め
る
よ
う
に
し
た
こ
と
。
同
財
産

権
の
収
用
に
際
し
て
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
た
適
正
な
補
償
を
支
給

す
る
よ
う
に
定
め
た
こ
と
。
間
刑
事
被
害
者
が
裁
判
手
続
き
で
陳
述
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
定
め
た
こ
と
。
附
刑
事
被
疑
者
に
対
す
る
刑
事
補

償
制
度
の
拡
大
。
倒
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
国
家
補
償
制
度
の
新
設
。
側

大
学
の
自
律
性
の
保
障
。
制
科
学
技
術
者
の
権
利
保
護
。

生
存
権
的
基
本
権
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
制
度
が
規
定
さ
れ
た
。

川
勤
労
者
の
最
低
賃
金
制
の
実
施
。
山
女
性
勤
労
に
対
す
る
特
別
保
護
、

不
当
差
別
の
禁
止
。
間
団
体
行
動
権
行
使
の
法
律
留
保
条
項
の
削
除
。
凶

女
性
・
老
人
・
青
少
年
の
福
祉
向
上
の
た
め
の
国
家
義
務
と
、
身
体
障
害

者
お
よ
び
疾
病
、
年
齢
に
よ
る
生
活
無
能
力
者
に
対
す
る
国
家
義
務
。
同

国
家
の
災
害
予
防
義
務
及
び
快
適
な
居
住
生
活
の
保
障
。

B 

内

百

韓
国
憲
法
下
で
の
人
権
理
解
の
特
色

北法47(5・460)1664

(
1
)

実
定
権
的
理
解
の
優
越

制
憲
憲
法
下
で
の
基
本
権
理
解

い
ま
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
制
憲
憲
法
(
第
一
共
和
国
憲
法
)
の
基

本
権
規
定
は
実
定
権
的
な
性
質
(
後
国
家
的
権
利
性
)
を
強
く
帯
び
て
い

た
。
一
九
四
六
年
に
は
、
日
本
で
新
憲
法
が
制
定
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
制
憲
憲
法
制
定
に
参
与
し
た
人
々
は
、
却
っ
て
日
本
帝
国
憲
法
の
基

本
権
条
項
を
踏
襲
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
韓
国
の
学
者

や
実
務
家
た
ち
が
今
だ
に
日
本
帝
国
憲
法
の
下
で
の
学
説
に
依
拠
し
て
い

た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
彼
ら
は
、
美
濃
部
達
士
口
の
よ

う
な
立
憲
主
義
的
基
本
権
観
に
よ
ら
ず
、
法
律
に
も
と
づ
け
ば
い
つ
で
も

基
本
権
は
制
限
で
き
る
も
の
と
し
て
、
国
民
の
基
本
権
は
法
律
留
保
に
し

た
が
う
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
制
憲
憲
法
第
二

八
条
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

A 国
民
の
す
べ
て
の
自
由
と
権
利
は
、
憲
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
と
の

理
由
で
、
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
国
民
の
自
由
と
権
利
を
制
限
す

る
法
律
の
制
定
は
、
秩
序
維
持
と
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
場
合
だ

け
に
限
る
」
と
い
う
原
則
に
違
背
す
る
解
釈
が
、
当
時
、
横
行
し
て
い
た
。

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
憲
法
の
理
念
は
、
英
米
法
流
の
自
然
権
論
で
あ
っ



(5) 

た
。
し
か
し
、
解
釈
は
、
戦
前
の
ド
イ
ツ
や
日
本
帝
国
式
の
法
実
証
主
義

が
支
配
し
て
い
た
。
当
時
の
教
科
書
も
、
そ
の
大
部
分
が
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク

の
地
位
説
に
し
た
が
っ
て
基
本
権
が
分
類
さ
れ
て
い
た
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
影
響
も
な
く
は
な
か
っ
た
。
当
時
、
全
体
主
義
の
下
で
唱
え
ら

れ
た
決
断
主
義
的
な
基
本
権
観
を
拭
い
き
れ
な
か
っ
た
。
制
度
的
保
障
論

も
紹
介
は
さ
て
い
た
が
、
本
質
的
な
把
握
が
う
ま
く
な
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
状
況
に
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
法
律
に
よ
る
な
ら
ば
、
国
民
の
自
由
権

も
制
限
で
き
る
と
み
ら
れ
て
い
た
。
秩
序
維
持
や
公
共
の
福
祉
の
た
め
に

必
要
が
あ
れ
ば
、
法
律
で
も
っ
て
思
い
通
り
に
制
限
で
き
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
比
例
性
の
原
則
な
り
、
最
小
限
度
の
制
約
の
原
理
が
否
定
さ
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
日
本
帝
国
主
義
の
下
で
教
育
を
受
け
た
官
僚
た
ち
は
、

「
外
見
的
」
な
基
本
権
論
に
も
と
づ
い
て
、
戦
時
下
と
い
う
名
目
で
基
本

権
を
制
限
す
る
緊
急
命
令
を
濫
発
し
た
。
国
民
の
人
権
が
、
こ
の
よ
う
に

保
障
さ
れ
な
か
っ
た
が
故
に
、
四
・
一
九
革
命
を
招
来
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

制
憲
憲
法
の
下
で
は
、
生
存
権
規
定
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
だ
と
理
解
さ
れ

て
い
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
実
現
す
る
法
律
無
し
に
は
、
こ
の
規
定
は
「
画

東アジア文化と近代法

餅
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

第
二
共
和
国
憲
法
憲
法
下
で
の
基
本
権
理
解

四
・
一
九
革
命
の
成
功
で
、
基
本
権
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と
っ

B 

た
、
時
の
政
権
は
退
い
て
い
き
、
国
民
の
自
由
権
が
憲
法
に
よ
っ
て
、
よ

り
よ
く
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
じ
時
期
に
制
定
さ
れ
た
西
ド
イ

ツ
基
本
法
の
影
響
を
受
け
て
、
基
本
権
の
本
質
的
な
内
容
は
、
法
律
に
よ

っ
て
し
で
も
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
規
定
が
憲
法
に
挿
入
さ
れ

た
。
制
憲
憲
法
で
は
、
法
律
留
保
条
項
の
な
い
信
仰
と
良
心
の
自
由
、
学

問
と
芸
術
の
自
由
は
絶
対
的
基
本
権
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

第
二
共
和
国
憲
法
で
は
、
す
べ
て
の
基
本
権
を
法
律
で
制
限
で
き
る
よ
う

に
、
基
本
権
制
限
の
限
界
規
定
を
一
般
的
な
法
律
留
保
条
項
と
し
て
設
け

て
、
個
別
留
保
条
項
を
廃
し
た
。

第
一
共
和
国
の
下
で
、
多
く
の
制
限
を
受
け
た
言
論
、
出
版
、
集
会
、

結
社
及
び
政
党
の
自
由
の
保
障
が
第
一
一
共
和
国
憲
法
で
は
強
化
さ
れ
た
。

「
す
べ
て
の
国
民
は
、
一
言
論
出
版
の
自
由
と
集
会
結
社
の
自
由
の
制
限
を

受
け
な
い
。
」
ま
た
、
「
一
言
論
出
版
に
対
す
る
許
可
を
規
定
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
」
と
定
め
て
、
表
現
の
自
由
を
絶
対
的
に
保
障
し
た
。
憲
法
裁
判

所
制
度
を
設
け
て
、
違
憲
立
法
の
無
効
を
争
え
る
よ
う
に
し
た
。
政
党
の

場
合
に
は
、
民
主
的
基
本
秩
序
に
違
背
し
な
い
限
り
、
解
散
さ
せ
ら
れ
な

い
よ
う
に
、
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
保
護
を
規
定
し
た
。

こ
れ
ら
の
規
定
は
西
ド
イ
ツ
基
本
法
を
真
似
た
も
の
で
あ
る
。
規
定
そ

の
も
の
は
自
然
権
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
説
は
い
ま
だ
に
法
実

証
主
義
的
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
新
理
論
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

北法47(5・461)1665 



キヰ

か
っ
た
。
他
方
、
言
論
出
版
な
ど
の
自
由
は
、
よ
く
保
障
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

資

五
・
二
ハ
軍
事
政
権
の
下
に
お
け
る
基
本
権
の
理
解

五
-
一
六
以
降
の
寧
事
政
権
下
で
は
、
ま
ず
暴
力
が
支
配
し
た
。
そ
れ

故
、
基
本
権
も
革
命
事
業
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
保

障
さ
れ
た
。
以
後
、
第
三
共
和
国
憲
法
は
、
基
本
権
条
項
が
整
理
さ
れ
て

よ
り
綴
密
な
も
の
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
基
本
権
を
後
国
家
的
権
利
と
捉

え
て
い
る
点
で
は
、
以
前
の
憲
法
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

こ
の
実
定
権
説
を
具
体
化
あ
る
い
は
現
実
化
し
た
も
の
が
維
新
憲
一
向

だ
と
い
え
る
。
第
四
共
和
国
憲
法
の
基
本
格
規
定
は
、
制
憲
憲
法
規
定
へ

と
ま
た
後
戻
り
し
た
。
憲
法
第
八
条
は
、
「
す
べ
て
の
国
民
は
、
人
間
と

し
て
の
尊
厳
と
価
値
を
も
っ
。
こ
の
た
め
に
、
国
家
は
国
民
の
基
本
的
人

権
を
最
大
限
に
保
障
す
る
義
務
を
負
う
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
規
定

に
つ
い
て
、
多
少
と
も
立
憲
主
義
的
な
立
場
に
立
つ
学
者
で
も
「
人
間
が

自
由
を
も
っ
と
い
う
の
は
、
前
国
家
的
権
利
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
自

由
を
特
に
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
保
障
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
実
定
法

上
の
権
利
で
あ
る
」
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
第
八
条
後
段
は
「
国

家
が
自
由
権
を
実
定
法
上
の
権
利
と
し
て
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

(
お
)

と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。
維
新
憲

C 

法
下
で
は
、
基
本
格
は
法
律
に
よ
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
緊
急
措
置
に

よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
。
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第
五
共
和
国
憲
法
下
の
基
本
権
条
項
は
、
幸
福
追
求
権
を
は
じ
め
多
く

の
基
本
権
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
解
釈
や
適
用
に
お
い
て

は
維
新
憲
法
時
代
と
余
り
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。
た
だ
、
緊
急
措
置
で
は

な
く
、
警
察
権
力
に
よ
っ
て
超
法
規
的
に
基
本
権
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
が
、

こ
の
と
き
の
特
色
で
あ
る
。

(
2
)

自
然
権
論
へ
の
転
換
の
必
要
性

第
六
共
和
国
の
基
本
権
条
項
解
釈
の
特
色
と
問
題
点

第
六
共
和
国
憲
法
の
基
本
権
条
項
で
は
、
維
新
憲
法
と
は
異
な
り
基
本

格
に
対
す
る
個
別
的
留
保
条
項
が
ほ
と
ん
ど
削
除
さ
れ
た
。
第
一

O
条
で

は
「
す
べ
て
の
国
民
は
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
価
値
を
有
し
、
幸
福
を
追

求
す
る
権
利
を
有
す
る
。
国
家
は
、
個
人
が
も
っ
不
可
侵
の
基
本
的
人
権

を
確
認
し
、
こ
れ
を
保
障
す
る
義
務
を
負
う
」
と
規
定
し
て
い
る
。
第
三

七
条
で
は
「
国
民
の
自
由
と
権
利
が
、
憲
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
と
の

理
由
で
、
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
国
民
の
す
べ
て
の
自
由
と
権
利
は
、

国
家
安
全
保
障
と
秩
序
維
持
ま
た
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
場
合

に
限
り
、
法
律
で
も
っ
て
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
制
限
す
る
場
合
に

も
自
由
と
権
利
の
本
質
的
な
内
容
を
侵
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
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定
し
て
い
る
。
規
定
上
は
、
自
然
権
的
な
基
本
権
を
規
定
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
、
学
説
で
は
一
九
三

0
年
代
式
の
カ

l
ル
・
シ
ュ
ミ

y
ト
や
ス
メ
ン
ト
の
理
論
が
横
行
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
基

本
権
解
釈
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
基
本
権
の
二
重
的
性
格
で
あ
っ

た
り
、
秩
序
と
し
て
の
基
本
権
、
制
度
と
し
て
の
基
本
権
を
強
調
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
実
定
権
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

あ
る
者
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
韓
国
憲
法
が
、
こ
の
よ
う
に
基

本
権
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
帝
国
主
義
の
政
治
性
と
国
家
形
成

的
権
能
を
排
除
す
る
た
め
の
単
純
な
自
然
法
上
の
前
国
家
的
・
天
賦
的
な

人
聞
の
自
由
と
権
利
を
実
定
化
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
韓
国
憲
法

上
の
基
本
権
は
、
先
験
的
に
存
在
す
る
法
秩
序
と
し
て
の
国
家
に
対
す
る

国
民
の
地
位
な
い
し
関
係
を
自
由
ま
た
は
権
利
の
形
式
と
し
て
成
文
化
し

た
、
い
わ
ば
『
法
律
の
な
か
の
自
由
』
と
し
て
国
家
権
力
の
自
制
を
前
提

(
お
)

と
し
た
恩
苗
心
的
な
性
格
の
も
の
で
も
な
い
L

。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
権
説

と
実
定
権
説
を
共
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
説
を
展
開
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
韓
国
憲
法
は
、
韓
民
族
の
同
化
的
統
合
を
実
現
す
る
た
め

の
手
段
と
し
て
、
社
会
共
同
体
の
基
底
に
流
れ
て
い
る
価
値
的
な
コ
ン
セ

(
幻
)

ン
サ
ス
を
基
本
権
と
い
う
形
式
で
保
障
し
た
も
の
で
あ
る
」
。
こ
の
理
論

に
は
、
権
利
と
秩
序
の
区
分
を
度
外
視
し
た
具
体
的
秩
序
思
想
の
所
産
で

は
な
い
の
か
と
い
う
疑
い
が
あ
る
。

「
人
間
の
尊
厳
と
価
値
に
関
す
る
規
定
は
、
韓
国
の
基
本
権
秩
序
の
価

値
的
な
核
心
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
憲
法
に
未
だ
列

挙
さ
れ
て
い
な
い
自
由
と
権
利
も
、
そ
れ
が
社
会
統
合
の
価
値
的
な
原
動

力
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
と
す
れ
ば
、
そ
の
権
利
は
当
然
に
人
間
の
尊
厳

と
価
値
の
具
体
的
な
表
現
形
態
だ
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、

韓
国
の
憲
法
第
三
一
七
条
第
一
項
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
憲
法
に

未
だ
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
理
由
だ
け
で
絶
対
に
軽
視
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
自
由
と
権
利
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
規
定
は
、
ま
さ
に

人
間
の
尊
厳
性
を
伸
張
さ
せ
る
た
め
の
、
ま
た
、
不
可
避
な
手
段
と
見
な

(
お
)

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
。

こ
の
学
説
は
、
権
利
を
ひ
と
つ
の
手
段
と
し
て
の
み
捉
え
、
基
本
権
の

包
括
性
を
認
め
な
い
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
国
家
機
関
は
、
基
本
権
の
カ

タ
ロ
グ
を
思
い
通
り
に
拡
大
さ
せ
た
り
、
縮
小
さ
せ
る
危
険
性
を
も
つ
こ

と
に
な
る
。
実
定
権
説
の
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
学
説
が
、
ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
り
、
世
界
的
に
公
認
さ
れ
た
学
説

の
ご
と
く
、
あ
た
か
も
新
し
い
理
論
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
認
識
さ
れ
る

と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
甚
だ
し
く
は
、
あ
る
者
は
、
憲
法
第
三
七
条
一

項
が
あ
る
た
め
に
、
は
じ
め
て
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
基
本
権
が
保
障
さ
れ

る
の
だ
と
主
張
す
る
。

北法47(5・463)1667

法
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
、
基
本
権
と
い
う
の
は
、
国
家
が
法
律
で
も
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っ
て
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
権
利
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

自
由
は
前
国
家
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
由
権
は
国
家
の
な
か
の
権
利
で

あ
り
、
法
律
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本

権
は
、
法
律
に
よ
っ
て
個
別
的
に
保
障
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
基
本
権
は

対
国
家
的
効
力
の
ほ
か
に
は
存
在
し
な
い
。
法
実
証
主
義
者
は
、
基
本
権

を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
。
だ
が
、
こ
の
見
解
は
、
韓
国
の
憲
法
規
定
に
正

面
か
ら
背
馳
す
る
も
の
で
あ
る
。

資

自
然
権
的
基
本
権
観
の
確
立

韓
国
憲
法
は
、
明
確
に
自
然
権
論
に
立
脚
し
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な

規
定
が
、
前
に
上
げ
た
現
行
憲
法
第
一

O
条
と
第
三
七
条
第
一
項
で
あ
る
。

法
実
証
主
義
者
は
、
憲
法
第
一

O
条
は
人
権
宣
言
で
あ
り
、
綱
領
的
な
規

定
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
規
定
か
ら
は
法
的
な
権
利
が
生
じ
な
い
と
す
る
。

憲
法
第
一

O
条
の
解
釈
で
折
衷
論
を
取
っ
て
い
る
学
者
は
、
第
一

O
条
前

文
の
「
す
べ
て
の
国
民
は
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
価
値
を
有
す
る
」
と
い

う
の
は
、
宣
言
的
規
定
で
あ
っ
て
、
基
本
的
人
権
で
は
な
い
と
い
う
。
同

条
後
段
の
「
幸
福
を
追
求
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
い
う
文
一
言
だ
け
が
、

幸
福
追
求
権
を
規
定
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
折
衷
論
者
も
「
権
利

が
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
て
こ
そ
権
利
で
あ
っ
て
、
単
に
「
自
由
を
有

す
る
」
と
あ
れ
ば
、
自
由
権
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
彼
ら
も
、
実
定

B 

主
義
的
理
論
に
陥
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

憲
法
第
一

O
条
が
、
人
間
の
尊
厳
と
価
値
、
幸
福
追
求
権
と
い
う
自
由

権
を
確
認
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
権
の
不
可
侵
性
を
国
家

が
確
認
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
基
本
的
人
権
は
包
括
的
で
あ
る
。
代
表
的
な
基
本
権
と
し
て
ほ
か
の

す
べ
て
の
基
本
権
の
母
体
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
の
基
本
権
規
定
は

(
却
)

そ
の
例
一
不
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
第
三
七
条
一
項
が
、
こ
れ

を
確
認
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
命
権
、
知
る
権
利
な
ど

が
一
般
的
な
人
格
権
と
共
に
、
憲
法
第
一

O
条
か
ら
派
生
し
て
い
る
こ
と

は
、
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

現
在
、
韓
国
で
も
基
本
権
を
自
然
権
と
し
て
捉
え
る
見
解
が
多
数
で
あ

る
。
憲
法
裁
判
所
も
憲
法
第
一

O
条
を
自
然
権
規
定
だ
と
し
て
認
め
、
多

(
初
)

く
の
権
利
を
こ
の
規
定
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
。
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(
3
)

裁
判
を
通
じ
た
基
本
権
保
障

裁
判
請
求
権
の
保
障
を
強
調
す
る
伝
統

日
本
で
は
、
天
賦
人
権
論
が
自
由
民
権
論
と
し
て
台
頭
し
た
。
し
か
し
、

明
治
憲
法
に
よ
っ
て
寸
外
見
的
」
な
立
憲
主
義
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
。

明
治
憲
法
に
よ
っ
て
、
日
本
で
は
裁
判
制
度
が
確
立
し
西
欧
的
な
裁
判
制

(
幻
)

度
を
利
用
し
て
国
民
の
基
本
権
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
韓
帝

A 



国
で
も
一
八
九
五
年
に
裁
判
所
構
成
法
が
定
め
ら
れ
、
裁
判
所
を
構
成
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
西
欧
的
裁
判
制
度
に
は
及
び
え
な
か
っ
た
。
徐
載
弼
は
、

『
独
立
新
聞
』
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
法
律
に
も
と
づ
い
た
裁
判

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
徐
は
裁
判
所

に
関
す
る
多
く
の
論
説
を
書
い
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
裁
判
を
通

じ
た
人
権
保
障
を
切
実
に
感
じ
た
た
め
で
あ
る
。
徐
は
、
公
正
な
裁
判
、

証
拠
に
基
づ
い
た
裁
判
を
強
く
唱
え
た
。
だ
か
ら
逆
に
、
野
蛮
な
拷
問
と

不
公
正
な
裁
判
の
追
放
が
強
調
さ
れ
た
。
ま
た
、
正
当
な
適
法
手
続
き
に

よ
る
逮
捕
・
拘
禁
な
ど
を
提
唱
し
た
と
こ
ろ
に
、
徐
の
人
権
論
の
特
色
が

(
辺
)

あ
る
。
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し
か
し
、
大
韓
帝
国
や
日
本
帝
国
の
植
民
地
裁
判
は
、
裁
判
官
の
独
立

性
の
原
則
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
戦
後
ア
メ
リ
カ

の
進
駐
軍
は
司
法
制
度
の
改
革
に
も
努
力
し
た
。
た
だ
、
真
に
独
立
性
を

保
持
し
た
裁
判
官
が
不
足
し
た
た
め
に
、
国
民
の
裁
判
請
求
権
や
人
身
の

自
由
は
、
あ
ま
り
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
制
憲
憲
法
で
は
、
身
体
の
白
由
に
関
す
る
規
定
に
お
い
て
デ
ュ
!

プ
ロ
セ
ス
へ
の
配
慮
が
な
か
っ
た
こ
と
は
粗
雑
な
感
を
拭
い
き
れ
な
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
進
駐
軍
が
発
布
し
た
「
朝
鮮
人
民
の

権
利
に
関
す
る
布
告
」
に
は
、
寸
法
に
正
当
な
規
定
が
あ
り
、
か
っ
、
法

が
要
求
す
る
手
続
き
に
も
と
づ
か
な
い
限
り
、
生
命
、
自
由
、
ま
た
は
財

産
は
誰
も
こ
れ
を
奪
え
な
い
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
ま
た
、
拘
束
理
由

告
知
制
度
と
保
釈
を
受
け
る
権
利
な
ど
が
列
挙
さ
れ
た
。
一
九
四
六
年
の

日
本
国
憲
法
は
、
こ
れ
を
詳
細
に
規
定
し
た
。
し
か
し
、
韓
国
憲
法
で
は
、

適
法
手
続
き
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
な
お
ざ
り
に
な
っ
て
い
た
。
人

身
拘
束
や
不
拘
束
裁
判
に
関
し
て
、
多
く
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
一
九

四
五
年
以
降
一
九
八
七
年
ま
で
の
長
い
間
、
人
身
の
自
由
に
関
す
る
侵
害

と
裁
判
に
対
す
る
不
信
が
深
ま
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

第
六
共
和
国
憲
法
と
適
法
手
続
き

第
六
共
和
国
憲
法
で
は
、
第
一
一
一
条
に
適
法
手
続
き
条
項
が
導
入
さ
れ

た
。
の
み
な
ら
ず
、
身
体
の
自
由
に
関
す
る
規
定
が
補
完
さ
れ
、
裁
判
に

よ
る
人
権
保
障
条
項
が
整
備
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
も
も
っ
と
も
画
期
的
な

こ
と
は
、
憲
法
裁
判
所
の
創
設
と
憲
法
裁
判
制
度
の
導
入
で
あ
る
と
い
え

る
。
憲
法
訴
願
制
度
は
、
国
民
の
憲
法
上
の
基
本
権
が
公
権
力
の
行
使
ま

た
は
不
行
使
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
と
き
に
、
ほ
か
の
救
済
方
法
を
通
じ

て
で
も
保
護
さ
れ
な
い
場
合
の
権
利
救
済
制
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
立
法

権
の
作
為
や
不
作
為
、
ま
た
は
行
政
権
の
作
為
や
不
作
為
に
よ
る
基
本
権

侵
害
は
、
こ
の
憲
法
訴
願
制
度
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
憲
法
裁
判
所
に
そ

の
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
は
憲
法

裁
判
所
法
で
は
、
裁
判
に
つ
い
て
は
憲
法
訴
願
が
で
き
な
い
と
規
定
し
て

B 
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料

い
る
こ
と
で
あ
る
(
同
法
第
六
八
条
第
一
項
本
文
)
。
こ
れ
は
、
裁
判
所

の
裁
判
に
よ
っ
て
は
国
民
の
基
本
権
を
侵
害
一
目
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
前

提
に
立
脚
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
を
覆
す
た
め
に
、
司
法
府
の
改
革
が
論

議
さ
れ
て
い
る
。
司
法
府
は
、
公
正
で
迅
速
な
裁
判
権
の
行
使
に
よ
っ
て

基
本
権
を
保
障
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
司

法
府
は
基
本
権
保
障
を
目
的
と
す
る
機
関
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
基
本

権
を
侵
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
現
実
的
に
は
、
司
法

権
の
行
使
や
不
行
使
に
よ
っ
て
基
本
格
は
侵
害
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
と

は
別
の
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
実
際
、
司
法
権
の
行
使
に
よ
っ
て
基
本
権

が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
憲
法
訴
願
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、

司
法
権
に
よ
る
基
本
権
侵
害
を
理
由
と
し
た
憲
法
訴
願
が
許
容
さ
れ
る
よ

う
に
、
憲
法
裁
判
所
法
の
改
正
が
要
請
さ
れ
る
。

一
九
八
八
年
以
降
、
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
法
律
違
憲
宣
言
と
憲
法
訴
願

の
認
容
決
定
で
も
っ
て
、
国
民
に
対
す
る
基
本
権
の
保
障
が
伸
張
し
て
い

る
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。

資

V 

J士
'Ii口

吾ム
画冊

韓
国
で
の
基
本
権
保
障
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
天
賦
人
権
論
か
ら
「
外

見
的
」
な
基
本
権
に
変
遷
し
、
ま
た
自
然
権
論
か
ら
実
定
権
論
へ
と
転
換

し
た
。
こ
の
変
化
は
、
日
本
の
明
治
憲
法
の
大
き
な
影
響
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
一
九
四
五
年
以
降
の
人
権
論
は
、
今
だ
に
日
本
の
明
治
憲
法
時
代

の
人
権
論
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
カ
ー
ル
・
シ
ユ
ミ
y
ト
、
ス
メ
ン
ト
、
ィ

エ
リ
ネ
ソ
ク
な
ど
の
理
論
か
ら
抜
け
き
れ
な
い
で
い
る
。
今
ま
で
の
韓
国

の
人
権
状
況
は
、
実
証
主
義
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
民
の
権
利
意
識

は
、
し
だ
い
に
進
展
し
て
お
り
、
そ
れ
は
抵
抗
権
の
主
張
と
し
て
現
れ
て

い
る
。
た
だ
、
今
後
の
課
題
は
、
韓
国
の
憲
法
が
規
定
し
て
い
る
基
本
権

を
自
由
権
的
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
生
存
権
的
側
面
か
ら
も
保
障
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
生
存
権
に
つ
い
て
は
、
抽
象

的
権
利
説
か
ら
脱
皮
し
て
、
具
体
的
基
本
権
、
す
な
わ
ち
自
然
権
と
し
て

理
論
を
定
立
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
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原

註(1
)
詳
し
い
こ
と
は
、
回
鳳
徳
『
韓
国
近
代
法
思
想
史
』

博
英
社
一
九
八
一
八
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
2
)
原
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
蓋
天
之
生
斯
人
也
紙
以
不
易
之
通
義
億
兆
皆
同
一
轍
所

謂
通
義
者
求
自
由
各
保
生
命
其
理
人
力
不
可
制
鬼
紳
不
可

奪

然

則

人

間

一

大

公

道

宣

在

於

斯

也

夫

人

園

之

建

政

府

郎

所

以

保

此

通

義

背

此

者

園

而

非

図

政

府

而

非

政

府

也

然

因

循

困

息

者

流

必

日

祖

先

之

所

敬

崇

設

令

惇

贋

不

経

ソ
ウ
ル



東アジア文化と近代法 (5)

笠
忍
離
報
如
此
者
流
山
佐
官
不
足
輿
語
若
夫
率
民
以
暴
不
改

悪
俗
則
愈
玩
特
権
必
終
窓
口
物
傷
人
故
損
而
不
輿
自
求
永
安

之
道
是
我
諸
州
一
抽
眠
不
得
己
之
急
務
也
今
英
図
王
所
行
者

不
仁
不
義
天
怒
民
怨
友
邸
争
責
事
普
告
子
宇
内
宮
博
輿
論

恭
倹
明
裁
」
(
『
漢
城
旬
報
』
第
一
四
号
一
八
八
四
「
独
立
徴
文
」
)
。

(
3
)
慶
応
義
塾
編
『
福
沢
諭
士
口
全
集
』
第
一
巻
岩
波
書
庖
一
九

七
七
三
二
三
1

三
二
六
頁
。

(
4
)
韓
国
の
開
化
思
想
に
及
ぼ
し
た
福
沢
諭
士
口
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

田
鳳
徳
・
前
掲
註

(
1
)
六
六
頁
、
及
ぴ
美
在
彦
『
近
代
朝
鮮
の

恩
想
』
未
来
社
一
九
七
一
に
よ
っ
て
い
る
。

(
5
)
原
文
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
天
降
生
民
億
兆
皆

同
一
而
菓
有
所
不
可
動
之
通
義
其
通
義
者
人
之
自
保
生
命

求
自
由
希
幸
福
也
他
人
之
所
不
可
如
何
也
孔
子
日
三
軍
之
帥

可
奪
匹
夫
之
志
不
可
奪
郎
此
之
謂
也
是
以
人
間
立
政
府
之

本
旨
欲
固
此
通
義
也
非
矯
帝
王
之
設
者
也
故
政
府
保
其
義

好
民
之
所
好
悪
民
之
所
悪
則
得
其
威
権
若
反
是
同
氏
其
義

悪
民
之
所
好
好
民
之
所
悪
則
民
必
叫
皮
革
其
政
府
而
新
立
之

以
保
大
旨
此
人
民
之
公
義
也
」
(
朴
泳
孝
『
戊
子
上
疏
』
八
日
、

使
民
得
賞
分
之
自
由
以
養
元
気
)
。

(
6
)
回
鳳
徳
・
前
掲
註

(
1
)
八
三
頁
。

(
7
)
朴
泳
孝
・
前
掲
註

(
5
)

八
日
、
使
民
得
賞
分
之
自
由
以
養

一
冗
室
内
。

(8)
食
吉
溶
は
、
権
利
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
お
お
よ

そ
、
人
民
の
権
利
は
そ
の
自
由
と
通
義
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
、

そ
の
自
由
及
び
通
義
を
説
明
し
て
み
る
と
、
自
由
と
は
、
そ
の
心

の
好
悪
に
し
た
が
っ
て
、
何
事
で
も
行
え
る
こ
と
い
う
。
窮
屈
さ

や
束
縛
を
感
じ
な
い
状
態
を
い
う
。
・
・
・
通
義
は
、
一
言
で
い

え
ば
い
わ
ゆ
る
当
然
な
正
理
で
あ
る
」
(
食
吉
溶
「
西
遊
見
開
」
命

士
口
溶
全
書
編
集
委
員
会
編
『
食
吉
溶
全
書
』
一
巻
ソ
ウ
ル
一

潮

閣

一

九

七

一

一

三

O
頁)。

「
人
生
の
無
係
な
通
義
は
天
賦
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
同
書

一
巻
一
三

O
頁)。

「
無
係
な
通
義
を
論
ず
る
と
、
す
な
わ
ち
自
由
と
通
義
は
人
生
の

不
可
奪
、
不
可
接
、
不
可
屈
な
権
利
で
あ
る
0

・
・
・
(
人
民
は
)

天
授
な
権
利
を
保
有
し
人
世
の
楽
を
享
受
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
同

意
百
一
巻
二
ニ
三
頁
)
。

(
9
)

回
鳳
徳
・
前
掲
註

(
1
)
九
三
頁
、
二
一
三
頁
以
下
。

(
叩
)
回
鳳
徳
・
前
掲
註

(
1
)
八
五
頁
。

(
日
)
『
独
立
新
聞
』
建
陽
二
年
四
月
一
七
日
付
。

(
ロ
)
回
鳳
徳
・
前
掲
註

(
1
)
九
五
頁
。

(
日
)
回
鳳
徳
・
前
掲
註

(
1
)
九
八
頁
、
金
孝
全
「
西
欧
憲
法
思
想

の
初
期
受
容
1
1
1
基
本
権
思
想
を
中
心
に

1

1
」
『
韓
国
法
史
学

論
叢
』
朴
乗
濠
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
ソ
ウ
ル
博
英
社
一

九
九
一
二
七
四
頁
以
下
参
照
。

(
比
)
『
皇
城
新
聞
』
一
八
九
五
年
五
月
一
一
一
日
付
、
及
び
『
皇
城
新
聞
』

一
八
九
九
年
四
月
一
日
付
、
金
孝
全
・
前
掲
註
(
日
)
二
七
七
頁
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手ヰ

参
照
。

(
日
)
『
大
韓
毎
日
申
報
』
一
九

O
五
年
一

O
月
一
一
日
付
。

(
日
)
『
国
民
須
知
』
一
一
四
l
二
六
頁
、
金
孝
全
・
前
掲
註
(
日
)

O
頁。

(
刀
)
金
哲
沫
「
米
国
憲
法
が
韓
国
憲
法
に
及
ぼ
し
た
影
響
」
韓
国
公

法
学
会
編
『
韓
国
に
お
け
る
米
国
憲
法
の
影
響
と
教
訓

!
l
i
米
国

憲
法
制
定
二

O
O
周
年
論
文
集

l
l』
ソ
ウ
ル
大
学
出
版
社

一
九
八
七
一
七
頁
。

(
国
)
詳
し
く
は
、
金
哲
沫
『
立
法
資
料
教
材
憲
法
』
増
補
版
一

九
八
五
を
参
照
の
こ
と
。

(
日
)
美
濃
部
達
士
口
『
憲
法
撮
要
』
改
訂
版
有
斐
閣
一
九
一
一
一
一
一

一
九
五
l
一
九
六
頁
。

(
却
)
美
在
彦
『
日
本
帝
国
に
よ
る
朝
鮮
支
配
刊
年
』
大
阪
書
籍
一

九
八
三
四
七
頁
。

(
幻
)
詳
し
い
こ
と
は
、
鈴
木
敬
夫
『
法
に
よ
る
朝
鮮
植
民
地
支
配
に

関
す
る
研
究
』
ソ
ウ
ル
高
嵐
大
学
校
民
族
文
化
研
究
所
出
版
部

一
九
八
九
四
八
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
、
美
在
彦
・
前
掲
註
(
却
)

四
六
頁
。

(
詑
)
詳
し
く
は
、
金
哲
沫
・
前
掲
註
(
げ
)
二
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
お
)
金
哲
沫
・
前
掲
註
(
げ
)
二
六
頁
。

(
担
)
金
哲
沫
・
前
掲
註

(η)

二
七
l
二
人
実
。

(
お
)
文
鴻
柱
『
韓
国
憲
法
』
新
訂
版
ソ
ウ
ル

一
一
一
五
六
頁
。

資

法
文
社

九
七 J¥ 

(
部
)
許
営
『
韓
国
憲
法
論
』

一
九
九
三
二
三
二
頁
。

(
幻
)
許
営
・
前
掲
註
(
部
)
一
一
一
一
一
一
一
頁
。

(
泊
)
許
営
・
前
掲
註
(
出
)
三
二
四
頁
。

(
担
金
哲
沫
「
韓
国
法
哲
学
の
現
状
と
課
題

1

l
韓
国
に
お
け
る
法

実
証
主
義
と
自
然
法
論
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

1
l
i」
『
北
大
法
学

論
集
』
四
一
巻
四
号
一
九
九
一
一
五
九
三
頁
。

(
却
)
憲
法
裁
判
所
の
判
例
つ
い
て
は
、
鄭
在
晃
編
著
『
判
例
憲
法
』

第
二
版
ソ
ウ
ル
士
口
安
社
一
九
九
六
、
お
よ
ぴ
憲
法
裁
判
所

『
憲
法
裁
判
所
判
例
集
』
第
一
巻
(
一
九
八
九
)
、
第
二
巻
(
一
九

九
O
)
、
第
三
巻
(
一
九
九
こ
、
第
四
巻
(
一
九
九
二
)
、
第
五
巻

(
一
九
九
三
)
、
第
六
巻
(
一
九
九
四
)
、
第
七
巻
(
一
九
九
五
)

な
ど
を
参
照
。

(
出
)
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
裁
判
所
百
年
史
』
大
蔵
省
印
刷
局

一
九
九

O

六
五
頁
。

(
認
)
回
鳳
徳
・
前
掲
註

北法47(5・468)1672 

全
訂
増
補
版

博
英
社

ソ
ウ
ル

(
1
)
「
徐
載
弼
の
法
思
想
」
二
五
四
頁
以
下
。

訳

註①
上
疏
と
は
、
国
王
に
文
書
を
差
し
出
す
こ
と
を
い
う
。

②
コ
了
一
独
立
運
動
に
よ
っ
て
、
教
育
勅
語
の
下
で
の
植
民
地
教
育

政
策
は
大
き
な
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
一
般
に
「
武
断
政
治
」

か
ら
「
文
化
政
治
」
へ
、
と
い
わ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
コ
了

一
独
立
運
動
以
降
、
植
民
地
政
策
は
あ
る
程
度
緩
和
さ
れ
た
か
に
見
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え
た
。
し
か
し
、
「
文
化
政
治
」
と
は
い
っ
て
も
、
朝
鮮
人
を
日
本

人
へ
と
「
同
化
」
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
点
で
は
、
「
武

断
政
治
」
期
と
何
等
変
わ
り
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
(
鈴
木
敬
夫
『
朝

鮮
植
民
地
法
の
研
究

1

i
治
安
法
下
の
皇
民
化
教
育
|
|
』
北
海

道
大
学
図
書
刊
行
会
一
九
八
九
二
二

l
二
一
一
一
頁
)
。

③
拘
束
適
否
審
査
制
度
と
は
、
被
疑
者
の
拘
束
が
適
法
で
あ
る
か
否

か
を
一
般
裁
判
所
が
審
査
す
る
制
度
で
あ
る
(
韓
国
刑
事
訴
訟
法
二

一
四
条
の
二
)
。
こ
の
制
度
は
、
一
九
四
八
年
三
月
、
軍
政
法
令
第

一
七
六
号
寸
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
」
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
導
入
さ

れ
た
(
呉
錫
洛
監
修
『
法
律
学
辞
典
』
ソ
ウ
ル
日
新
社
一
九
九

一
一
一
八
四
頁
)
。

④
第
一
共
和
国
(
一
九
四
八
l
六
O
)
と
は
、
一
九
四
八
年
八
月
一

五
日
、
大
韓
民
国
が
樹
立
し
て
か
ら
、
六

O
年
の
四
・
一
九
革
命
に

よ
っ
て
第
二
共
和
国
が
生
ま
れ
る
ま
で
存
続
し
た
、
韓
国
最
初
の
共

和
政
で
あ
る
。

⑤
第
二
共
和
国
(
一
九
六

0
1
六
こ
と
は
、
一
九
六

O
年
四
・
一

九
事
件
に
よ
っ
て
第
一
共
和
国
が
倒
れ
、
同
年
八
月
八
日
に
成
立
し

た
共
和
政
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
五
・
二
ハ
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ

っ
て
、
退
陣
す
る
ま
で
続
い
た
。

⑥
四
・
一
九
革
命
(
義
挙
)
は
、
一
九
六

O
年
四
月
学
生
を
は
じ
め

民
衆
が
李
承
晩
政
権
の
独
裁
・
腐
敗
・
不
正
選
挙
に
抗
議
し
て
起
こ

し
た
民
衆
暴
動
事
件
で
あ
る
。
四
月
一
九
日
に
そ
の
暴
動
は
頂
点
に

達
し
た
。
四
月
二
六
日
つ
い
に
李
承
晩
政
権
は
退
陣
し
た
。

⑦
第
三
共
和
国
(
一
九
六
一
二

l
七
一
一
)
と
は
、
一
九
六
三
年
二
一
月

一
七
日
、
五
・
一
六
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
政
府
に
よ
っ
て
韓
国
の
歴
史

上
は
じ
め
て
行
な
わ
れ
た
国
民
投
票
で
採
択
さ
れ
た
憲
法
に
も
と
づ

い
て
成
立
し
た
共
和
政
で
あ
る
。

⑧
一
九
六
一
年
五
月
一
六
日
、
朴
正
照
少
将
を
中
心
と
し
た
一
部
の

青
年
将
校
が
、
四
・
一
九
革
命
以
後
の
政
治
的
・
社
会
的
混
乱
を
収

拾
す
る
と
い
う
名
目
で
、
起
こ
し
た
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
る
。

@
第
四
共
和
国
(
一
九
七
二

l
七
九
)
と
は
、
一
九
七
二
年
一

O
月

二
七
日
の
「
十
月
維
新
」
と
し
て
改
正
さ
れ
た
第
四
共
和
国
憲
法
に

よ
っ
て
成
立
し
た
共
和
政
で
あ
る
。

⑩
二
重
賠
償
の
禁
止
に
つ
い
て
、
第
四
共
和
国
憲
法
法
第
二
六
条
二

項
に
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。
「
軍
人
・
箪
属
・
警
察
公

務
員
そ
の
他
法
律
で
定
め
た
者
が
、
戦
闘
・
訓
練
な
ど
職
務
執
行
と

関
連
し
て
受
け
た
損
害
に
対
し
て
は
、
法
律
が
定
め
た
保
障
以
外
に

国
家
や
公
共
団
体
に
公
務
員
の
職
務
上
の
不
法
行
為
に
よ
る
賠
償
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

⑪
第
五
共
和
国
(
一
九
八

0
1
八
八
)
と
は
、
一
九
七
九
年
一

O
月

朴
正
照
大
統
領
狙
撃
事
件
後
、
八

O
年
一

O
月
二
七
日
に
公
布
さ
れ

た
第
五
共
和
国
憲
法
の
発
効
で
正
式
に
発
足
し
た
五
番
目
の
共
和
政

で
あ
る
。
大
統
領
に
は
全
斗
換
が
就
任
し
た
。

⑫
第
六
共
和
国
(
一
九
八
八
|
現
在
)
と
は
、
一
九
八
七
年
二
一
月

の
大
統
領
選
挙
で
、
麗
泰
愚
が
当
選
し
、
一
九
八
八
年
二
月
二
五
日

に
大
統
領
に
正
式
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
六
番
目
の
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料

共
和
政
で
あ
る
。
現
在
は
、
第
二
期
日
に
入
り
、
一
九
九
二
年
二
一

月
の
大
統
領
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
金
泳
三
が
一
九
九
三
年
の
二
月
二

五
日
に
大
統
領
に
就
任
し
て
い
る
。

⑫
維
新
憲
法
と
は
、
第
四
共
和
国
憲
法
の
別
称
で
あ
る
。
こ
の
憲
法

は
一
九
七
二
年
一

O
月
二
七
日
、
非
常
国
務
会
議
の
議
決
に
よ
っ
て

憲
法
改
正
案
を
公
告
し
、
一
一
月
一
一
一
日
に
国
民
投
票
で
採
択
さ
れ

た
憲
法
で
あ
る
。
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